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自動車等による業務上過失傷害等事件に係る司法警察職員捜査書類基本書式
例の特例の制定について

標記特例を下記のとおり制定し，平成’5年’月’日から実施するので』遣憾の
ないよう運用されたい。

なお， この指示に伴い,平成12年6月14日付け当職指示第1号「自動車等に

よる業務上(重）過失傷害等事件に係る司法警察職員捜査書類基本書式例の特例の：
｡ 1 ． 、

制定について」及び同’4年3月’’日付け同指示第’号「自動車等による業務上

(重)過失傷害等事件に係る司法警察職員捜査書類基本書式例の特例について｣は，
本年12月31日限りをもって廃止する｡、

以上，刑事訴訟法第193条第1項により指示する。

記

第’特例は，特例書式（第÷種）及び簡約特例書式（第二種）の二種類とする。
第2特例書式の適用範囲について

道路交通法第2条所定の車両又は路面電車(以下「自動車等」 という｡）に

よる業務上過失傷害事件及び重過失傷害事件のうち，後記の簡約特例書式を適
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する道路交通法違反事伶道路運送車両法違反事件， 自動車損害賠償保障法違
反事件に適用する。 ．



ただし,次に掲げる事由のいずれかに該当する事件は除くこととする｡
． ． ， ： ,

1 外国人（日本語を理解する者を除く｡）が被疑者又は被害者である事件
2告訴又は告発に係る事件 一

3被疑者を逮捕した事件

j
4証拠品を押収した事件

5事実の重要な部分について,被疑者が否認し,又は被疑者の供述と相被疑者
若しくは被害者その他の参考人の供述が食い違う事件、
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10社会の注目を引くなど事案の性質上本書式になじまない事件

第3・簡約特例書式の適用範囲について

ﾛ■■道路交通法第2条所定の自動の自動車等による業務上過失傷害事件のうち，
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及びこれに関連

する道路交通法違反事件に適用する。

ただし,次に掲げる事由のいずれかに該当する事件は除くこととする。
1前記第2の各号に掲げる事件
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3次に掲げる違反のいずれかが事故原因となり；又はこれを伴う事件（当該違I
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反が事故と無関係であることが明白な場合を除く｡）
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次のいずれかに該当するもの

(1) 次に掲げる違反のいずれかが事故原因となり,又はこれを伴う事件（当
該違反が事故と無関係であることが明白な場合を除く｡）
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第4特例書式の適用を受ける事件は,別添iの特例書式により，簡約特例書式の
適用を受ける事件は,別添2の簡約特例書式により捜査蕊を作成して送致す
ることd .

第5送致方法について 。
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とでは,本書式の適用除外事由が異なるので，
これらの事件を区別して送致すること6．

第6本指示による特例書式及び簡約特例書式の運用要領鴎別添s及び4のとお
りであるので，同書式の実施に際しては,当該運用要領に沿った運用がなされ②
るよう周知徹底を図られたい･

第7 実施日前に発生した事件については従前の例● によることとされたい。
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特例書式運用要領

第1送致書･捜査報告書（様式第1号)
． ： ．

1 罪名・罰条欄

本欄において，業務上過失傷害事件のほか道路交通法違反事件等の罪名･

罰条欄に記入することとしたのは,業務上過失傷害事件及びこれに関連する

道路交通法違反事件等につき，本書式を使用して同時に送致することができ

ることとするためである。

なお，重過失傷害事件,道路運送車両法違反事件及び自動車損害賠償保障

法違反事件については，余白の口印の中に､/を付け，該当する罪名，罰条を

記入すること。

2被疑者欄 ・ ，

前科，前歴欄には,業務上過失致死傷,道路交通法違反,その他の3欄が

あるが，その他の欄については, ､道路運送法，道路運送車両法， ､自動車損害

賠償保障法，自動車の保管場所の確保等に関する法律等いわゆる交通関係法

､令違反事件に限って記入し,前歴については，前科となった事件以外の事件

の検拳歴を記入すること。

業務上過失致死傷事件と道路交通法違反事件と‘が併合罪又は科刑上一罪と

して処罰された場合は業務上過失致死傷の回数を；業務上過失致死傷事件又

は道路交通法違反事件と他の犯罪とが併合罪又は科刑上=罪としで処罰され

た場合はそれぞれ業務上過失致死傷又は道路交通法違反の回数を記入するこ
； ．、

と。

3発覚の端緒欄 ：

本欄には, 申告の月日時等を記入する余白がないが,事故不申告等の事犯

： について申告月日時,事故発覚の端緒”経過濯ど申告に関する状況を明らか

にする必要がある場合は,別に捜査報告書を作成して末尾に添付ずること。

4関連事件送致穂 ‘

本欄は,相被疑事件として当事者を言括送致ずる場合に記入するほか，相

被疑事件で当事者が成人ど少年であるとき，雇用者及び運行管理者等を立件

こ）

急



送致するとき及び道路交通法違反事件として送致した後で被害者から診断書

が提出され，業務上過失傷害事件として改めて送致するとき(この場合には

別途至急連絡をすること｡）などの一括送致できない場合にも記入すること。

備考欄

本欄には，例えば

(1)前科,前歴欄に記入した事項について特に説明を必要とするとき

②事故の関係者を反則事件として告知したとき
． ？

③被疑者に転職，転居等の予定があるとき

など捜査処埋上参考となる事項を記載すること。

被害者（車）欄

(1)被害者欄

本欄の運転車両区分は,被害者が下欄の運転車両欄の区分番号のいずれ

の車両に乗車していたかを明らかにするものであるから,被害者ごとに下

欄の区分番号を記入すること。したがって,被害者が歩行者，被疑車両の
同乗者等である場合は,この欄は記入しないこととなる｡

②運転車両欄

本欄の車種については典道路交通法第2条に定める車両の定義に従い記

入すること。

‘ 車両のうち自動車にあっては,乗用，貨物の別に道路交通法第3条に定

める自動車の種類を記入する:こと(例えば,普通乗用自動車,大型貨物自

動車等)。

損害の部位について.は，主たる部位を記入し，損害の程度については,

大破・中破Q小破・軽微の区分に従って: （ ）内の該当の口印の中に

、/を付け，さらに,修理見積額が判明するものについては,:# （ ～ ）内

の該当箇所にその額を記載すること。

なお,車両に損傷はなかったが，同車両に乗車している者が傷害を負つ

た場合には，受傷者は被害者欄に記入されることとなるので，被害者と車

両との関係を明らかにす:るため当該車両を運転車両欄に記入し，区分番号

を明記し，その区分番号を被害者欄の運転車両区分の欄に記入すること。

5
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上記の場合とは逆に;いわゆる玉突き衝突等により車両は損傷したが，

同車両に乗車している者が傷害を負っていない場合にも当該車両を運転車

：両欄に記入すること。

（3）運転状況欄

本欄は,被害車両の事故発生直前の速度及び被疑者からみた被害車両の

事故直前の状態を明らかにするために設けたものである（右折，左折につ

いては，被害車両を中心にして記入すること｡)も 、

被害車両が複数である場合は，事故原因と直接的関係にある被害車両を

記入すること。、

・ なお，本欄の記入に当たつては,･下記の例を参考にして記入すること6

ア被害車両であるバスが左前方で停止中の場合‘

上欄は国前回左団停止中となり,下欄にはvを付けない。

イ被害車両を追従中,同車が急停止した場合

上欄は図前回先行となり,下欄は団急停止となる。

ウ交差道路を左側から進行してきた被害車両と交差点で衝突した場合

上欄は団左園交差道路進行となり，下欄は図直進画横断となる｡

エ．被害車両が左前方の空地から徐行して道路へ進出した場合

“ 上欄は国前回左画道路へ進出となり,下欄は国徐行となる6 ．

オ右前方を進行中の被害車両が急に左折を開始した場合 ：

上欄は図前回右国先行となり，下欄は国左折となる｡

④歩行者等の状況欄
． ？

本欄侭車両の運転者,同乗者を除く歩行者，佇立者,路上作業着路

上遊戯者等の事故直前の状況について記入すること。

点線下欄は補足説明のためのものであり，例えば「小走りで左から右

へ斜め横断｣｢横断歩道横断中」｢横断歩道外横断中」等必要事項を記入す

ること｡

7被疑者(車）欄

(1)運転車両欄

本欄の車種については； 自家用，事業用を'/印で区別するほか，被害者

I
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、
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課

（車）欄の運転車両欄の記入要領に従い記入すること｡
－ 〆：

なお， （ ）は，警察における点数制度運用上必要があるので，下

記に定める車種の略号のうち該当する略号をその中に記入するため設けた
ものであ．る。

一
●
一

‐、

②過失の態様欄

過失の態榛は多岐にわたり歩これをすべて網羅することは不可能なため

_比較的多発する過失の態様を選んで列挙したものである。

③過失の内容欄 ・

上欄の過失の態様のみではその内容を明らかにすることができないので，

本欄は過失の内容を中心として犯罪事実を正確かつ簡潔に記述するために

設けたものである｡:

例えば,過失の態様が「前方不注視」の場合， 「前車に追従中，伝票を

取り出そうとして脇見し,前方注視を怠った過失により,停止した前車を

…その後方約1oメートルに至って初めて発見し,急制動の措置を講じたが

衝突」等と具体的に記載すること｡

④．道路交通法違反欄

本欄は,道路交通法違反事件と業務上過失傷害事件とを同時送致し

た場合(｢罪名,罰条｣桐に両者を表示した場合)に記入するもので
ある｡下部の余白箇所は，必要に応じ上記の違反の具体的内容を補充

説明するためのものである。 ：

意見欄 ，

本欄上欄中の｢刑事」 「保護｣ 「不処分」 』は少年事件についてのみ使用し,

適合する不動文字がない場合は余白の口印の中にvを付け，適合する字句を

、
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へ

記載することo

特記事項欄は,上記の意見を付するに至った具体的理由等を必要に応じ記

述すること6 ．

2実況見分調書(様式第2号) ・

1現場道路の状況欄

交通規制欄の（ ）内には,事故当時,旧又は時間を限って交通規制

が行われていた場合にその規制の日又は時間を記入することa

交差点事故において,交差道蕗の速度規制が異なる場合には,本欄の最高速

度の箇所には，被疑者が進行した道路の最高速度を記入し，被害者が進行し

た道路の最高速度は｢その他見分状況」欄に記入すること。

2運転車両の状況桶 ・

その他欄には,装置不良の具体的状況,.車両の改造状況，タイ:ヤの摩耗状

況，スノータイヤ，スパイクタイヤの使用状況，タイヤチェーンの着装状況，

貨物の積荷の状況，運転視野を妨げた貼付物の状況,前照灯の照射距離等事

故発生に影響のあると認められる事項について記述すること。

3その他見分状況欄

本欄には，道路凹凸の状況，信号機のサイクル，雨,｡霧，煙等による視界

の障害状況等現場の実況見分の結果，事故発生に影響のあると認められる事

項について記述すること。

4立会人の指示説明欄

立会人が2人以上である場合に，立会人それぞれの指示内容がおおむね一

致するときは，指示説明欄の記載については,被疑者以外の者の指示は記載

を要しないが，その場合は， 『立会人． の指示説明」の空白部分にそ

の立会人の氏名を記入し,その下部の余白部分にその者の指示内容が被疑者

のそれとおおむね一致していることを記載すること。
：

なお,立会人それぞれの指示内容がぐい違うなどにより，各別に指示内容

を記載する必要がある場合には, 「立会人 の指示説明」の空白部分

に立会人の氏名を記入し,その下部の余白部分に上部記載の例I=ならって記
載するとともにそれぞれの主張を明らかにするため必要に応じ交通事故現一

第2

一

、

毛●｡

急
【
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、



1場見取図を各別に作成すること｡

5補助者欄

本欄の「実況見分の補助をさせた｣者とは,例え腿実況見分者とともに

現場に赴き，基点の設定，距離の測定等の行為を行い，あるいは交通事故現

場見取図のもととなるメモ等を作成するなど,実況見分を実質的に補助した

者をいい，単に交通整理に従事したにすぎない者等は含まれない。

s被疑者供述調書(様式第4号)

犯罪事実に霞する供述部分中, 「7事故を起こした状況を で

説明します｡」 とし，空白部分を設けたのは，被疑者に示すものが交通事故現

場見取図に限らず,その見取図の原図あるいはメモ又は被疑者作成の現場見取

第S
土

届

＠
図の場合も考えられるからである。

e



別添4

‐ 簡約特例書式運用要領 〔
第1取扱いについて … ：
’被害者に対し,加療期間に変化が生じたときなどにほ警察署に連絡するよ
う,事情聴取のときなどI=おいて,ロ頭で伝えるものとする｡…
2本書式による送致の可否は>事件を検察庁に送致する時点において,判断す
．るものとする。

L

ー

事件送致前に，3
ー妙

F■●

については，捜査報告書,供述調

書等でその経緯・内容を明らかにし，これを事件記録に添付するものとし,そ

の結果式本書式の適用要件を満たさなくなったものについては，特例書式によ

り捜査書類を作成した上で送致するものとする。この場合において）既に本書

式で作成済みの現場の見分状況書及び供述調書があれば,併せて事件記録に添

付するものとする｡･

⑤

≦樟で事件送致を"｡

ダ

でその経緯･内容を明らかにし， これを関係書類として追送するものとする6．
． ．：

5本書式を適用する事件については，事件発生の.日からzか月以内に送致する
ものとする。 : ： 、

6検察官がj必要に応じて，縮尺交通事故現場見取図の作成, ､被疑者“被害者

等の再取調べj､再実況見分,診断書の再取得等の補充捜査を指示した場合には，

その指示に応じて補充捜査を実施し,その結果を関係書類として追送するもの
とする｡

7少年事件について,家庭裁判所から,審判の必要のため,縮尺交通事故現場
見取図又は被害者若しくは参考人の供述調書の作成等の補充捜査の要請があっ

た場合には, これに応じて捜査を尽くすものとする。

2記載要領

1送致書・捜査報告書（様式第1号）
．： ．

（1）被疑者欄

色

で

第2

1



ア罪名，罰条 ． ？

該当する罪名の口印の中にしを付ける｡

本欄において，業務上過失傷害事件のほか道路交通法違反事件について

罪名･罰条欄に記入することと肱のは，業務上過失傷害事件及びこれに

関連する道路交通法違反事件につき,本書式を使用して同時に送致できる

こととするためであるので，道路交通法違反罰条欄は，両事件を同時に送

・致する場合にのみ記入すること。

事故不申告の事犯について,申告年月日時,事故発覚の端緒,経過等申

告に関する状況を明らかにする必要がある場合は,別に捜査報告書を作成
して末尾に添付すること。

イ車両の損害

車種については,特例書式の運用要領第1, 7， (1)運転車両欄に定める

車種の略号のうち該当する略号を記載し,番号についてはj自動車検査証

， により確認し』登録番号を記載すること。

‐損害の部位については，主たる部位を記入し,損害の程度については，
9 〆 争

大?中･小･無の区分に従って該当の口印の中にしを付け， さらに,修理

、 見積額が判明するものについては，その額を記載すること○ 、” ．y

②被害者欄 ．

ア負傷状況(傷病名程度）

医師の診断書を確認し,記載すること。程度は,該当の口印の中にしを

， 付けるとともに,受傷日を起算日として期間を記載するものとし,週又は
、日のいずれかを○で囲むこと。

イ車両の損害 －．

前記第2ジユ， (1),イの例により記載すること｡ ，

ヴ被害者が複数の場合

、 被害者が複数の場合は， 「口被害者一覧表記載のとおり｣中の口印の

中にしを付け,捜査報告書(継続）の被害者一覧表-(様式第5号）を使用

し，前記第2, : 1，②"ア，イと同様の要領により記載ずること｡

(3)事故概要欄

守伊

⑤

壱

〆



ア事故態様

被疑者運転車両を×印の左に，被害車両を×印の右としj前記第2,皿，

． (1),イの例により車種の略号を記載するとともに》 （ ）内には，車両相

互の場合は事故形態を2対歩行者事故の場合は事故直前の歩行者の状態を
． ：

記載するこ．と。 …

イ過失の内容

：事故の原因となった道路交通法違反を中心に，過失の内容を正確かつ簡

潔に記載すること。 ・

④備考欄，

ア関連事件の送致がある場合
：

相被疑事件等を一括送致しない場合は，当該事件の被疑者名，送致年月

日,送致番号を記載ずること，

イ人定事項に関する変更予定等がある場合

被疑者に転職転居等の予定がある場合は；転職先.転居先等を記載す

ること ・． ◎．

． ウ被疑者が少年の場合

被疑者が少年の場合には,保護者の氏名,続柄,住風電話番号等を記

載するとともに,､当該少年及び被害者の過失に関する判断を記載すること。

2現場の見分状況書(様式第2号)
： 、 ● b

(1)見分者

見分者の官職及び氏名を記載し,押印すること。

なお,現場の見分状況書の作成者が見分者と異なる場合には,図面記載枠

内の下部に作成者の官職及び氏名を記載して押印すること｡

②路面 ： ， ）

路面状況について,不動文字の該当事項を○で囲むごと。

(3)．'照明

照明について，不動文字の該当事項を○で囲むこと。

④規制・信号機

・規制は,各立会人の進行道蕗の交通規制を記載すること｡ ：

ー

●“

、

Z

壱

I■■

「

1

ノ



I

「追越しのための右側部分はみ出し禁止」 ， 「一方通行」 ， 「転回禁止」，

． 「優先道路｣ ， 「歩行者横断禁止」 ， ｢右折禁止」 ， ｢左折禁止」等の交通

規制が行われている場合,余白の口印の中にしを付けて当該規制の内容を記

入すること。

“信号機は,･現場道路の交通信号機の有無について，不動文字の該当事項を
． 1 ．

Oで囲むとともに,設置されている場合は，図面に信号機設置状況を記載す

るほか，各立会人の指示説明に基づく各信号の表示状況を記載すること。

(5)．見通し.･勾配

各立会人の進行道路の見通し,道路勾配の状況について,不動文字の該当

事項を○で囲むこと。 ・

、 ゞ｢見通し」欄の〈 ）内には， 「右方j又は「左方」と記載すること。 “

(6) ・立会人

立会人がS･名以上の場合は，適宜，欄を作成して氏名を記載すること．

⑦指示説明･立会人
． . －！ ．

立会人の指示は；必要に応じて一つの枠内に相手の位置も併せて記入する

ほか,測定距離の箇所に相互の距離を記入すること。
． 「

・ ・ ： ：

不動文字で示した地点以外の地点については， 「指示説明｣欄の空白に必

要事項を記載することb: ：
立会人が3名以上の場合は,適宜,欄を作成して必要事項を記載すること。

(8) 見取図

図面は,衝突地点を始め他の指示説明等の各地点を明確に記載するなど,

過失の認定がしやすいように作成すること。

｢凡例｣;は,必要に応じて不動文字に加えて追記するごと。

図面の作成は，フリーハンドで記載することができる。

、見取図とは別の交通事故現場見取図（原図）を作成した場合には,これを
． ． 、： 、

見取図に代えて使用することができる｡ 『

見分の結果,道路の凹凸，信号サイクルj雨,霧等による視界の障害等，

事故発生に影響したと認められる事情がある場合には，当該事情を余白部分

に記載することd 卜

雨

●帝

⑤

答



一

昂

3供述調書

(1)被疑者供述調書（様式第3号）

ア被疑者に対し,あらかじめ供述拒否権を告知すること。

イ 「2」 ， r4｣ ， ｢ら｣の欄は,該当する口印の中にしを付けるととも

にｼ 「2」の欄には，更に空白部分に当たる事項を録取すること。

:なお, ｢4」 ， 「s｣の欄について，適合する不動文字がない場合には，

余白部分の口印の中にしを付けるとともに,被疑者の供述要害を簡潔に録

取す.ること｡

・ 『3」･の欄は，過失内容に関する供述を簡潔に録取すること｡

ウ被疑者が, 「1Jないし「5」の欄に記載した事項以外の事実について，

供述調書への記載を希望した場合は,「6｣の欄に,その供述要旨を簡潔

に録取すること。

… また,相被疑事件の場合において，相手方の処罰に関する事項について

； は, ｢6｣の欄に,被疑者の供述要旨を簡潔に録取すること。

ｴ被疑者が少年の場合には, ｢6』 :の欄に,当該少年の前科･前歴･反則

行為の有無及び回数に関する供述要旨その他審判の参考となる事項を録取
， ノ

すること。

･オ相被疑事件の場合は,被疑者数に応じ,様式第3号を使用して各被疑者

ごとに供述調書を作成すること。 ： i
i

②被害者供述調書（様式第4号）

アT1山「s],｢4｣, .｢5｣の欄は》"該当する口印の中にしを付け

るとともに, ： 「1｣ , 「5」の欄にはゥ更に空白部分に当たる事項を録取

すること。

なお， 「3」 , 「4」 ， ［5」の欄について，不動文字に該当しない場

合には,空白部分の口印の中にしを付けるとともに，被害者の供述要旨を

簡潔に録取すること｡ ，

，二 現場の見分状況書又はこれに代わる交通事故現場見取図(原図）等が，

いずれも未作成等の理由により，被害者に示すことができない場合には，

『,｣欄の｢ﾛ平成隼一戸:…=日卒: 時分ころ, 」の口印

ｰ

Ｏ
Ｄ
Ｇ
●

口
・

●

●

④

急

』



･の中にしを付け，交通事故の発生日時に関する供述を録取すること。

イ 「5」欄についてはj{)内に当該事故の被疑者の氏名について録取
： ． ・

する.とともに，被疑者に対する処罰意思を録取すること6．

ウ被害者が, fljないし｢'5｣穂に記載した事項以外の事実について,

供述調書への記載を希望した場合は, 「e」の欄に，その供述要旨を簡潔

に録取ずること｡

ェ被害者が小学生,.幼児等の場合,その保護者等に立会いを求めるととも

に，供述人署名欄と同一行に立会人として署名･押（指)印させること｡

オ被害者が複数の場合は，被害者数に応じ,様式第延号を使用して各被害

者ごとに供述調書を作成すること｡

被害車両(四輪以上の自動車, 自動二輪車,原動機付自転車自転車等
｡ ｡ ◆ の 0 g ■ ● ･

を含む｡ )に複辮が乗童していだ場合"運転者については負傷の有無を
問わず供述調書を作成し，同乗者については負傷した同乗者全員の供述調

書差それぞれ作成するとともに,運転者及び負傷した同乗者全員について

・ 前記被害者÷覧表に記載する.こと●

複数の歩行者が負傷した場合には,負傷した歩行者全員の供述調書をそ

九ぞれ作成じ,その全員について前記被害者一覧表に記載する＝ど｡ ↑
．：

力被害者の供述調書については,将来，事実の重要な部分について争いが

生じることとなるおそれがない事件において,被害者に対して供述調書作
成のため警察署等への出頭を要請したにもかかわらず，その協力が得られ

なかったときに限り，例外的に，その供述調書に代えて,電話等で聴取し

た供述の内容を記載した捜査報告書を用いることができるb

4捜査報告書(継続）の被害者一覧表.(様式第5号）

被害者が複数の場合に使用し,前記第2， 1，②の要領で記載すること。

＝

ー

鯵

壱

』



大阪地検指示第7号

平成17年11月SO日

大阪地方検察庁管内司法警察職員殿

大阪地方検察庁検事正中尾 巧

平成14年12月25日付け当職指示第6号「自動車等による業務上過失傷

害等事件に係る司法警察職員捜査書類基本書式例の特例の制定について」の
一部改正について（指示）

標記当職指示の一部を下記のとおり改正し；平成17年12月1日から実施する

ので，遺憾のないよう運用されたい。

なお,改正された様式は,改正前の用紙が残存する限り,_適宜修正を加えてこれ
を使用して差し支えない。

以上，刑事訴訟法第193条第1項により指示する。

記

1 第S 「簡約特例書式の適用範囲について」中， 「業務上過失傷害事件」の次に

「及び自転車運転又は自動車等のドアの開放に起因する（重）過失傷害事件」を
加える。

2第3， 7(2)末尾に次の一文を加える。

3別添2，様式第1号，被疑者の項中
■ ｡

「

」

を

「

」

、

罪名
●

罰条

口業務上過失傷害刑法211条1項前段
今 ■

■ a

口道路交通法違反同法 条項号， 条項 号

罪名

●
■

罰条

口業務上過失傷害刑法211条1項前段
U

口過失傷害刑法209条1項□重過失傷害刑法211条1項後段

□道路交通法違反同法 条項 号， 条項 号



に改める。

4別添4，第2， 1(1)ア中, 「業務上過失1

件」に， 「両事件」を｢同事件等」に改める。

｢業務上過失傷害事件」を「業務上過失傷害等事

I

（

』



大阪地検指示第2号

平成19年5月31日

大阪地方検察庁管内司法警察職員殿

大阪地方検察庁検事正佐藤信昭

平成14年12月25日付け当職指示第6号「自動車等による業務上過失傷

害等事件に係る司法警察職員捜査書類基本書式例の特例の制定について」の

一部改正について（指示）

道路交通法の一部を改正する法律（平成16年法律第90号）の一部が本年6月

2日から施行され，刑法の一部を改正する法律（平成19年法律第54号）が5月

23日公布され，本年6月12日から施行されることに伴い,標記当職指示の一部

を下記のとおり改正することとしたので，その運用に遺憾のないようにされたい。

なお，改正前の様式による用紙が残存している場合には，施行日以降においても，

当分の間，適宜修正を加え， これを使用して差し支えない｡

以上，刑事訴訟法第193条第1項により指示する。

記

1題名「自動車等による業務上過失傷害等事件に係る司法警察職員捜査書類基本

書式例の特例の制定について」を「自動車運転過失傷害等事件に係る司法警察職

員捜査書類基本書式例の特例の制定について」に改める。

2第2中「道路交通法第2条所定の車両｣を「自動車運転過失傷害，道路交通法

第2条所定の車両」に改める。

3第3中「道路交通法第2条所定の」を「自動車運転過失傷害，道路交通法第2

条所定の」に改める。



4別添1様式第1号(その1）中

「

」を

「

」に

改める。

5別添1様式第1号（その1）の被疑者欄中

「

」を

「

」に

改める。

6別添1様式第1号（その1）の被疑者欄中

罪名

罰条

｡

口業務上過失傷害 刑法211条1項前段

口道路交通法違反 同法 条． 項 号

□

由

■ ◆

e 申

， ｡

● ■

条 項 号

0

罪名

罰条

口自動車運転過失傷害刑法211条2項

口業務上過失傷害刑法211条1項前段
P

曲

■

、

g C

口道路交通法違反同法 条 項 号

□

，

■ ◆

条 項 号
■ 昏

■

。 ←

｡

免許

交付 年 月 日第 号
■

公安委員会

口
普
通
仮

口
大
型
仮

口
牽
引
二

口
大
特
二

口
普
通
二

口
大
型
二

口
牽
引

口
原
付●

口
小
特

口
普
自
二

口
大
自
二

口
大
特

口
普
通

口
大
型

寺

免許

●

交付 年 月 日第 号 公安委員会

口
普
通
仮

口
中
型
仮

口
大
型
仮

口
牽
引
二

口
大
特
二

口
普
通
二

口
中
型
二

口
大
型
二

□□□□□□
大大普小原牽
自自
特二二特付引

口
普
通

口
中
型

口
大
型



『

「

」を

「

」に

改める。

7別添1様式第2号（その1)中

「

実 況 見 分 調 ；書
年 月 日

警察署司法 ④

口業務上過失傷害謹疑事件につき,本被疑者 に対する口道路交通法違反
職は下記のとおり実況見分をした。

」を

「

実 況 見 分 調 垂． Eヨ

年 月 日

警察署司法 ④

被疑者 に対する呂皇蕊謹傷害口業務上過失傷害被疑
事件につき,本職は下記のとおり実況見分をした。

」に

改める。

8別添1様式第4号（その1）中

前科

前歴

前科
｡ ●

→ 各

●

0 ． ｡

業務上過失致死傷 回，道路交通法違反 回

前科以外の前歴

，

●

その他 回

C ■

●

● ｡ ■

業務上過失致死傷 回，道路交通法違反 回(内反則行為回),その他 回

前科

Ｑ

前歴

C D G
●

■ ■

前科 危険運転致死傷 回， 自動車運転過失致死傷 回
■ ｡

業務上過失致死傷 回, 道路交通法違反 回
B ゆ

，

●

，

その他 回

前科以外の前歴危険運転致死傷 回,自動車運転過失致死傷 回
● の

業務上過失致死傷 回 ,

, ．

U ■

道路交通法違反 回(内反則行為回)，その他 回



「

」を

「

」に

改める｡

9別添2様式第1号の被疑者欄中

「

」を

上記の者に対する業務上過失傷害道路交通法違反被疑事件につき，本職

は ，

● ■

あらかじめ被疑者に対し， 自己の意思に反して供述をする必要がない旨
‐ ■

を告げて取り調べたところ，任意次のとおり供述した。

前科

前歴

1前科は

●

由 り

業務上過失致死傷 回，道路交通法違反 ・回 , その他 回
■ ｡

2前科にはなりませんでしたが，その他の前歴は
● ● ■

業務上過失致死傷 回 ，

●

■

■ 巳

道路交通法違反 回(内反則行為回）
の

§

， その他回

上記の者に対する自動車運転過失傷害，業務上過失傷害,道路交通法違反
① ■

●

被疑事件につき,本職は，あらかじめ被疑者に対し， 自己の意思に反して供
● ｡

Q ､

● 6

｡ ●

述をする必要がない旨を告げて取り調べたところ，任意次のとおり供述した。
｡ ■

前科

前歴

① ■

令 ● ｡

1前科は 危険運転致死傷 回，自動車運転過失致死傷 回 ,
p ●

業務上過失致死傷 回，道路交通法違反 回
ゥ 9

，

申 ●

2前科にはなりませんでしたが，その他の前歴は

その他 回

● 0

危険運転致死傷 回 ， 自動車運転過失致死傷

6

回 ，

業務上過失致死傷 回，道路交通法違反 回(内反則行為回)，その他回
b e

罪名

罰条

● ●

｡ ●

□業務上過失傷害刑法211条1項前段
● G

口過失傷害刑法209条1項口重過失傷害刑法211条1項後段
■ ｡

口道路交通法違反同法 条 項 号 ，

■ ~

●

条 項 号



「

」に

改める。

別添3特例書式運用要領第1， 1中「本欄について， 」の次に「自動車運転過

失傷害事件及び」を, 「罪名・罰条欄に記入することとしたのは， 」の次に「自

動車運転過失傷害事件又は」を加える。

別添S特例書式運用要領第1， 2を次のように改める。

2被疑者欄

前科前歴欄には，危険運転致死傷自動車運転過失致死傷，業務上過失致

死傷道路交通法違反，その他の5欄があるが，その他欄については，道路運

送法，道路運送車両法， 自動車損害賠償保障法， 自動車の保管場所の確保等に

関する法律違反等いわゆる交通関係法令違反事件に限って記入し，前歴につい

ては，前科となった事件以外の事件の検挙歴を記入すること。

危険運転致死傷事件， 自動車運転過失致死傷事件又は業務上過失致死傷事件

と道路交通法違反事件とが併合罪又は科刑上一罪として処罰された場合は，そ

れぞれ危険運転致死傷， 自動車運転過失致死傷又は業務上過失致死傷の回数に,

危険運転致死傷事件， 自動車運転過失致死傷事件，業務上過失致死傷事件又は

道路交通法違反事件と他の犯罪とが併合罪又は科刑上一罪として処罰された場

合は，それぞれ危険運転致死傷自動車運転過失致死傷業務上過失致死傷又

は道路交通法違反の回数に記入すること。

なお，上記の場合において，改正前の自動車等による業務上過失致死傷事件に

係るものについては，すべて業務上過失致死傷の回数に記入すること。

別添3特例書式運用要領第1， 4中「被害者から診断書が提出され， 」の次に

「自動車運転過失傷害事件又は｣を加える。

別添3特例書式運用要領第1,7， (1)中

10

ll

12

13

罪名

罰条

口自動車運転過失傷害刑法211条2項
● ◆

口業務上過失傷害刑法211条1項前段
凸 ●

● ｡

口過失傷害刑法209条1項口重過失傷害刑法21
今●

口道路交通法違反同法 条

1条1項後段

項 号， 条 項 号



「

」を

「

」に

改める。

14別添3特例書式運用要領第1， 7， (4)中「道路交通法違反事件と」の次に

「自動車運転過失傷害事件又は」を加える。

15別添4簡約特例書式運用要領第2， 1, (1)，ア中「本欄において， 」の次に

「自動車運転過失傷害事件又は」を， 「罪名・罰条欄に記入することとしたの

は， 」の次に「自動車運転過失傷害事件又は」を加える。

ー

附貝リ

（施行期日）

：この依命通達の規定は，次の各号に掲げる区分に従い， 当該各号に定める日から

施行するb

l ら及び13の規定平成19年6月2日

21から4まで， 6から12まで及び14, 15の規定平成19年6月12日

大
型
、
バ
ス

大

但
貝

特
貨

大

特

路
面
電

マ
イ
ク
ロ
バ
ス

並
日

乗

並
日

桓
貝

三

輪

軽
四
乗

軽
四
貨

■
。

軽

一
一
一

ミ
二
力
？
Ｉ

大
自
二

？

●

並
日
白
ロ

一
一

軽

一

一

一
一

種
原

一

種

原

ﾉj 、．

特

大
型
バ
ス

マ
ノ
イ
ク
ロ
バ
ス

大
貨

大

特

路
面

電

■

中
型
バ
ス

中

拒
貝

凸

並
自

乗

並
日

●

仁
員

一
一
ｐ
一

輪

軽
四

乗

軽
四
貨

軽

一

一

一

へ
べ
べ

一
一

力

I

大
自

一
一

並
冒
自
国

一
一

軽

一
。
一

一
一

種
原

一
種
原

釧 、

｡ ●

特



／

大阪地検指示第2号
'

平成24年3月28日

P

/マ

ト

大阪地方検察庁管内司法警察職員､殿

大阪地方検察庁検事正北村道
ー

E

平成14年12月25日付け当職指示第6号「自動車運転過失傷害等事件に

係る司法警察職員捜査書類基本書式例の特例の制定について」の一部改正に
ついて(指示)：

民法等の一部を改正する法律(平成＝3年法律第6’号)が本年4月，日から施
行されることから，標記当職指示の一部を下記のとおり改正することとしたので,
その運用に遺憾のないようにされたい｡:

以上,刑事訴訟法第193条第1項により指示する。

なお改正前の様式による用紙が残存している場合には，施行日以降においても，
当分の間,:適宜修正を加え， これを使用して差し支えない。

記

1 別添4簡約特例書式運用要領第2(4)ウ中「電話番号等」の次に｢ (保護者が法

人の場合は"その名称又は商号及び代表者の氏名並びに主たる事務所又は本店の
所在地及び電話番号等） 」を加える。

2別添1様式第1号（その．1）中

,「

【

C

〆

ー

保護者又は 氏名 （ 歳） 続柄

住所
(電話 ）

身元引受人 職業 勤務先 (電話 ）

｣を ／

０
■

卜



／

／

「

1

し

」に

改める。

島 イ

、

』

I

E

、

、

保護者又は
。

■

身元引受人

氏名

p
●

O ●

、 〃

○

(名称又は商号及び代表者の氏名）

●

（ 歳）
、

続柄 ■

住所
曲 ●

｡

申

●

◆

● や

I

●■

●

C D

●

(主たる事務所又は本店の所在地） e O (電話
｡■ ◆●

）

職業
■ 9

勤務先

1

ノ

b ■ 旬

●

■

(電話 ）



大阪地検指示第3号

平成26年'5月15日

心

大阪地方検察庁管内司法警察職員殿

大阪地方検察庁検事正田内正

へ

平成14年12月25日付け当職指示第6号「自動車運転過失傷害等事件に

係る司法警察職員捜査書類基本書式例の特例の制定について」の一部改正に

ついて（指示）

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律（平成25年法律

第86号）が本年5月20日から施行されることに伴い，標記指示の一部を下記の

とおり改正し，同日から実施するので，遺憾のないよう運用されたい．

なお，今回改正された様式については，改正前の様式による用紙が残存し，又は

システム等により改正前の様式が出力される限り，施行日以降においても， 当分の

間，適宜修正を加え〉 これを使用することは差し支えない， 。 、

以上，刑事訴訟法第193条第1項により指示する。

記

1題名中「自動車運転過失傷害等事件」を「過失運転致傷等事件」に改める。

2第2，第3中｢自動車運転過失傷害jを｢過失運転致傷事件， 自動車運転過失

傷害事件」に改める。

3別添1自動車運転過失傷害等事件特例書式の様式第1号(その'）中

「

E一、

●

1

を

（

罪名

罰条

0

口自動車運転過失傷害刑法211条2項

口業務上過失傷害刑法211条1項前段
◆

9

口道路交通法違反同法 条 項 号， 条 項 号

□
凸 ｡

●

○ 6



『

に

」

改める。

4別添1自動車運転過失傷害等事件特例書式の様式第1号（その1）の被疑者欄

中

「

を

i

I
学

r
8

芦
」Ｉ

」

改める。

5別添1自動車運転過失傷害等事件特例書式の様式第1号（その2）の日時欄中

「

を

」
戸

》
」Ｉ

』

~｡●夕■･● ｡･･ウー●●少一一一一 一一画

嵩画4－－－－＝- ---- - 三一二--＝

罪名

罰条

口過失運転致傷自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条

口自動車運転過失傷害平成西年法律第86号による改正前の刑法211条2項

口業務上過失傷害刑法211条1項前段（口上記改正前の刑法211条1項前段）
● 今

口道路交通法違反同法 ・条 項

□

， 条 項 号
● ｡

■

ｃ
ｃ
前科

前歴

Q ●

●
０

前科 危険運転致死傷 回， 自動車運転致死傷 回
申 ● ﾛ

業務上過失致死傷 回，道路交通法違反 回 ， その他回

前科以外の前歴危険運転致死傷 回， 自動車運転致死傷 回
◆ 6

》

業務上過失致死傷 回，道路交通法違反 回(内反則行為回） その他回
■ "P

前科

前歴

0 9

■ ●

前科 ｡

◆

危険運転致死傷 回， 自動車運転致死傷 回, 業務上過失致死傷 回
b ● 4 ●

過失運転致死傷回道路交通法違反 回

前科以外の前歴

●

その他 回

,

◆ c

巳

危険運転致死傷回自動車運転致死傷 回，業務上過失致死傷 回
●

過失運転致死傷 回，道路交通法違反 回(内反則行為回）

その他 回

申 ｡

，

U b C

日時 年

－ ｡

月 日午 時 分ころ

｡ ●

日時
■ ■

● ●

年

●

月 日午 時 分頃



改める。

6別添1自動車運転過失傷害等事件特例書式の様式第2号（その1）中

「

三 コ1－

目
⑳
を

」目勤車涯
~-1猶瀧本褥

圖失傷害口業務上過う
菫反

』
「

邑 ・ 翫 詞DL

同
⑳

｝
」Ｉ

固失傷雲
篁反

垂轄浬惨方

上渦失傷篁

又脂

』

改める。

7別添1自動車運転過失傷害等事件特例書式の様式第4号（その1）中

「

を

』

『

芳吾，栗窮

め被疑老距
音
直
の

ロl ‐ 1重車左封

房●ee－q－－~ー■p●●蝉0“一一●…一

上記の者に対する自動車運転過失傷害,業務上過失傷害，道路交通法違反被
◆ ◆ 『

疑事件につき，本職は，あらかじめ被疑者に対し, ，自己の意思に反して供述

をする必要がない旨を告げて取り調べたところ，任意次のとおり供述した 0

前科

前歴

1 前科は 危険運転致死傷 回 自動車運転致死傷 回

業務上過失致死傷・回，道路交通法違反 回

2前科にはなりませんでしたが，その他の前歴は

危険運転致死傷 回， 自動車運転致死傷

,

● ｡

回 ，
由 ■

その他回

守

■

業務上過失致死傷回,道路交通法違反．回(内反則行為回） ？

■ 6

その他回



前科

前歴 2

過失運転致死傷 回，道路交通法違反 回，その他回

前科にはなりませんでしたが，その他の前歴は

危険運転致死傷 回， 自動車運転致死傷 回業務上過失致死傷

過失運転致死傷 回，道路交通法違反回(内反則行為回)，

その他回

芦
』●

ｑ
ｇ
ｐ
ｇ
ｅ
戸
か
も

回，

！

改める。

8別添’自動車運転過失傷害等事件特例書式の様式第三号(その’）中

「

月 日午1 私は， 年 時 分ころ， を

」

「

年 月 日午 時 分頃，1 私は，
－4

に

」

改める｡．

g別添1自動車運転過失傷害等事件特例書式の様式第6号（その1）中

『

1 私は, 年 月 日午 時 分ころ， を

』

「

1 私は， 年 月 日午 ， 時 分頃， に

」

改める6

10別添3運用要領第1, 1中「本欄において」の次に「，過失運転致傷事件｣を

加える。

11別添3運用要領第1,、 2を次のように改める。

前科，前歴欄には,危険運転致死傷， 自動車運転過失致死傷,業務上過失致

死傷過失運転致死傷，道路交通法違反，その他の6欄があるが，平成25年

法律第86号による改正前の刑法第208条の2 (危険運転致死傷),自動車

運転死傷処罰法第6条第1項(無免許危険運転致傷）及び第2項（無免許危険

ゐ･－ー苧一一・・・.…~･●…＝－ｰ●｡……~ー…""･･P面.｡F“●晦吋qｰ~－■･~⑭菌･･…函4－－一一一－一



運転致死傷）については， 「危険運転致死傷」の回数に記入させること。

自動車運転死傷処罰法第4条(過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱)，

同法第6条第3項（無免許過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱）及び同

条第4項（無免許過失運転致死傷）については， 「過失運転致死傷」の回数に

記入させること。

その他欄については，道路運送法,道路運送車両法， 自動車損害賠償保障法，

自動車の保管場所の確保等に関する法律違反等いわゆる交通関係法令違反事件

に限って記入させ，前歴については，前科となった事件以外の事件の検挙歴を

記入させること。危険運転致死傷事件， 自動車運転過失致死傷事件，業務上過

失致死傷事件又は過失運転致死傷事件と道路交通法違反事件とが併合罪又は科

刑上一罪として処罰された場合は，それぞれ危険運転致死傷， 自動車運転過失

致死傷，業務上過失致死傷，過失運転致死傷又は道路交通法違反の回数に記入

させること。

12別添3運用要領第1,･ 4中「診断書が提出され」の次に「,過失運転致傷事件」

を加える。

13別添3運用要領第1, 7,エ中「本欄は」の次に「，過失運転致傷事件」を加

える。 、

14別添2自動車運転過失傷害等事件簡約特例書式の様式第1号の被疑者欄中

「

口自動車運転過失傷害刑法211条2項

口業務上過失傷害刑法211条1項前段

口過失傷害刑法209条1項 口重過失傷害刑法211条1項後段

口道路交通法違反同法 条 項， 条 項 号

罪名

罰条 を

I
●

8

』

「

シ
」Ｉ

」

改める。

－｡●●~●一●e･－①①一一~一 一寺一■ー一一己一F■■

罪名

罰条

口過失運転致傷自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条
今

口自動車運転過失傷害平成25年法律第86号による改正前の刑法211条2項

口業務上過失傷害刑法211条1項前段(□上記改正前の刑法211条1項前段）

口過失傷害刑法209条1項
ｑ
■

● U q

●

●

口重過失傷害刑法211条1項後段（口上記改正前の刑法211条1項前段）

口道路交通法違反、 同法 条 項 ， 条 項 号
寺 ● ｡



ヘ

15別添2自動車運転過失傷害等事件簡約特例書式の様式第1号の事故概要欄中
｡

「

を

』
戸
口
Ｆ
Ｄ
。

に

』

中ロ
万
・

２
“
第式様の式室冒例特約簡件事等

室
再傷失過転運車動自

。
．
、
〆
今

る
添
め
別

改

６
．
ｒ

ｌ
．

を

』

『

に

」

改める。

17別添2自動車運転過失傷害等事件簡約特例書式の様式第4号中

「

1 口平成 年 日午月 時 分ころ， を

』
『

1 口平成 年 日午月 時 分頃， 一
」Ｉ

」

改める。

18別添4簡約特例書式運用要領第2, 1,{1),ア中『本欄において,」の次に「

過失運転致傷事件,｣を， 「罪名・罰条欄に記入することとしたのは,」の次に「

過失運転致傷事件,」を加える。 、

19別添4簡約特例書式運用要領第2, 3, (2),ア中「｢口平成年 月

日午 時 分ころ,｣」を『｢口平成 年月 日午 時 分頃,｣」

に改める。

庫①‐pqDQdgーp■画一一一 ｰ‐･ー

日時 年 月 日午 時
0

分ころ

日時 年 月 日午 時 分頃
4 4

発生日時

● ●

｡

年 月平成 日午 時 分ころ
■ ■

発生日時 平成 年 月 日午
巳
■ 時 分頃



大阪地検指示第1号

平成29年2月17日

大阪地方検察庁管内司法警察職員殿

大阪地方検察庁検事正上野友 玄
JE

「過失運転致傷等事件に係る司法警察職員捜査書類基本書式例の特例の制定

について」の一部改正について（指示）

平成，4年，2月25日付け当職指示第6号「過失運転致傷等事件に係る司法警

察職員捜査書類基本書式例の特例の制定について」を下記のとおり改正し，本年3

月12日から実施するので，遺憾のないよう運用されたい。

以上，刑事訴訟法第193条第1項により指示する。

なお，改正前の様式による用紙が残存し，又はシステム等により改正前の様式が

出力される限り，適宜修正を加えて使用することは差し支えないので，遺憾のない

よう運用されたい｡

記

1別添1様式第1号（その1）の被疑者欄中

「

」

霞
一
興
戸
ｎ
Ｆ
一

壱
耐
＃
1壱三

『
一
』
‐

ｌ

に
琶
一
Ｉ

免 許

交付 年 月 日第 号 公安委員会

■ ●

□□□□□□□□□□□□□□□□□
●

大中普大大普小原牽大中普大牽大中普

自自 型型通特引型型通

型型通特二・二特付引
一ー一 わ ■

_一一一一 仮仮仮

●

■



を

「

」

に改める。

2別添3運用要領第1， 7，ア運転車両欄中

’

を

」

に改める。

６
６

免許

F 缶

交付 年 ・月 日 第 号 ． 公安委員会
●

口
普
口
準
□
中

□
１
・
大

口
牽
口
大
口
普
口
中
口
大
口
牽
口
原
口
小
口
普
口
大
口
大
口
普
口
準
口
中
口
大

6

中 自自

型型型通特二
- ~ 、

一

一 特付引

型型通特引

一一 ｡

｡ ●

一一

1■■■■■■一一,
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大
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並
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普
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軽
四
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軽
四
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軽

一
一
一

ミ
ー
一
カ
ー

大

自

●
●

一
一

普
自

二

軽

一
一

二

種

原

一
種
原

ﾉ｣、

特



大阪地検指示第1．号

平成BO年2月23日

大阪地方検察庁管内司法警察職員殿

大阪地方検察庁検事正榊原一

「過失運転致傷等事件に係る司法警察職員捜査書類基本書式例の特例の制定

について」の一部改正について（指示）

平成14年12月25日付け当職指示第6号｢過失運転致傷等事件に係る司法警

察職員捜査書類基本書式例の特例の制定について」の一部を下記のとおり改正し，

平成SO年4月1日から実施する。

以上，刑事訴訟法第193条第1項により指示する。

記

第2中4を次のように改める。

4削除

第3中1の次に次の号を加える。

1の2証拠品を押収した事件



大阪地検指示第1号

平成31年3月12日

大阪地方検察庁管内司法警察職員殿

大阪地方検察庁検事正北川健太

「過失運転致傷等事件に係る司法警察職員捜査書類基本書式例の特例の

制定について」の一部改正について（指示）

平成14年12月25日付け当職指示第6号「過失運転致傷等事件に係る司

法警察職員捜査書類基本書式例の特例の制定について｣を下記のとおり改正し，

本年5月1日から実施するので，遺憾のないよう運用されたい。

以上,刑事訴訟法第193条第1項により指示する。

なお，改正前の様式による用紙が残存し，又はシステム等により改正前の様

式が出力される限り，適宜修正を加えて使用することは差し支えないので，遺

憾のないよう運用されたい。

記

1 別添1過失運転致傷等事件特例書式中様式第1号（その1），様式第4号

（その1），様式第5号（その1），様式第6号及び別添2過失運転致傷等

事件簡約特例書式を次のように改める。

ー



2別添4簡約特例書式運用要領第2, 3， (2)，ア中
〈 ．

年 月

｢｢口平成 年

月 日午 時
C G

頃,｣」に改める。

分頃,｣」を「｢□ 日午 時 分

、

1

吟

I

』

｡

ジ



別添1 (その1）
4

■

｡

申

●

●

q

①

6

係 ．．
被

｜

任！

疑

者

4

句

● ●

6

4

●

●

●

庄蔦) uにIJのある欄 のU同]の牢
G や

(用紙： 日本工業規格A4)

銅
４
一
己
一

ｊ
一
一

一

L
ー

ー

■
ｊ
グ

Ｐ
一
一 黄察官

‘

● 送 致

● ■

室
戸

送致第 号
■ ◆

｡ ■

検察庁

検察官 ■ － 殿
旬 ■

■ ｡

｡ ､

下記被疑事件を送致する。

b

f

5

警察署

年 月 日
●

■ ● ■

■

司法警察員 ⑳
､ 申

●

6

捜査報

警察署長 殿

上
口

●

● ■

9

6 句

O b

警察署

書

a

司法
● ●

年 月 日

U

■

e ●

Ｌ
Ｏ●

、

下記被疑事件を捜査した結果は，次のとおりであるから報告する。
●

U

⑳

｡ ● ■

罪
F ■

名

罰 条

口過失運転致傷自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条
口自動車運転過失傷害平成25年法律第86号による改正前の刑法211条2項

守

口業務上過失傷害刑法211条前段 （口上記改正前の刑法211条1項前段）
口道路交通法違反同法 条 項 号， 条 項
□

号

、

ふり､ガボ
ーーーーー’■■ー－1

●

氏名

､ｰ－1■■ 1■■ 1■■ー

■

0 L ●

■■■■ー‐－－1■■ｰ－－■■ー■■ー‐■■ ！■■－－ー－－－－－－－－－口

● ･ず

■ ■

● ■ ① 口男

口女

0

ｎ
ｐ

年 月 日生

（ 歳）

本籍

● 6

0 寺 ｡ ◆

外国人

登録

年 月 日

NO.

住居

ｂ

■
０
６

｡ ｰ

■ q ■

（電話 ）

］哉業 － 6 勤努先
P

C (電話 ）

免許

交付 年 月 日 第 号 公安委員会

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

大中準普大大普小原牽童墨墓繍重量菫中 自 自

型型型通特
■■■■■■ 一

一一 特付引
一一一一一

一一一一一

普
通

仮仮仮仮

前科

前歴

前科 q Q
●

凸

危険運転致死傷 回， 自動車運転過失致死傷 回，業務上過失致死傷 回
過失運転致死傷 回，道路交通法違反 回,その他 回

前科以外の前歴
● ◆

● 旬

危険運転致死傷
過失運転致死傷
その他 回

昌皇譲薑蕊麦致死宅(内農’壽篝上潜琴死傷
p

● F ■

回

，

9

発覚の端緒 口被疑者の申告口被害者の申告口第三者の申告口警察官の現認□
関連事件

送 致
口有 く

氏名

罪名

送致年月日 年 月
Q

の

検察庁

日送致
フ

9

，

、無
●

保護者又は

､

身元引受人

氏名
賂勅叉}堀得及び代表者の氏名）

■ ■

申

●

（ 歳） 続柄 〃

住居
(主たる事謝訴叉I鯏苫の…

0 ‐ ●

(電話 ）

職業 勤務先 (電話 ）

備 考
●

* ｡ ー

0『

● ､

F も

取扱者警電 一

ｑ
ｊ
ｇ黄 第 号

3蒔裁

署長

副署長
（次長）

課長
●
ａ



様式第4号 (その1）

ノ ． 『

(用紙日本工業規格A4)

● 子 与

① ■

被疑者供述調書（ 年 ボ 月 日 において取調べ)
f ◆ ■

一

p ●

● ﾛ

氏名

●

Q

◆ △ ●

■

年 月 ： 日生（ 歳）
●

本籍
旬

タ

‐ ●

住居

Q ■

『

｡ ◆

■

申

｡

● ･ & 申

(電話 ）

職業
●

〆 。 ｡ 勤務先
0 9

(電話 ）
0

上記の者に対する過失運転致傷, 自動車運転過失傷害，業務上過失傷害，道路交通法違反被疑事件
◆ ｡

につき，本職は 一
石
夕
－
０

● q

あらかじめ被疑者に対し， 自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げて取
0

り調べたところ，任意次のとおり供述した。

ゅ

◆

ひ

● ■ ■

前科

前歴

､

／ ~ ●

1前科は
f

■

◆

P

①

危険運転致死傷 回，自動車運転過失致死傷 回業務上過失致死傷 回

過失運転致死傷： 回,道路交通法違反 回
■

》 その他
◆ 0 0

2前科にはなりませんでしたが，その他の前歴は

回
● ◆

、 ｡

危険運転致死傷 回,自動車運転過失致死傷 回,業務上過失致死傷回

過失運転致死傷 回，道路交通法違反 回（内反則行為回）

その他回
①

，

，

,

一 0

運転

免許

免許の種類は
■

免許で 年 月 日に取得し，
■ ■ ‐

● ●

公安委員会から交付を受けました｡そして 年 月 日に更新しました。

番号は第 号です。運転経験は 年 月です。

転
両

運
車

保有者は です申

q ●

車種は で，登録(車両)番号は
●

*

●

◎

ですo
b

1私が事故を起こしたのは， 年 月
◆ d C

日午 時．､分頃です。

2

６

句

B
● ｡

同乗者は，
● ● 6

h ■

■

3 事故を起こした場所は，
｡ ●

⑧ 一 ●

D C

4

■◆

｡

です。

4事故を起こす前，私は
｡

中

9

I

のために
■ 句

通りを
‐ ■

方面から ｡ 方面に向けて
D p

を運転して時速約 肋で
● 昏

ﾀ ■

進行していました。

積荷は
9 ④

｡ ■

，
●

5ハンドル，ブレーキ等の故障は，
p 〃 由

6事故当時の天候は,
。 ：

い
り●

道路の状態は,
申

C q

見とおじは， ◆ ~

"

寺

ﾛ ◆

照明は
ザ ●

●

●

･

● e

歩行者,車両の状況は，
け

む

■

1 ● ．

イ

●

a q

ＢＯ

Ｄ

◆ｑ

ｂ
Ｆ
ｅ

ｂ
■

｡

● 一 ■ ､

● ●

7事故を起こした状況を
◇
●
《
も

で説明します｡

(1)事故前の私の状況は，
q ○

q

■ 夕 や



様式第5号 (その1）
守
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④

■
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(用紙日本工業規格A4)

b

被害者供述調書（ 年 月 日
● 6

。 Q

●

において取調べ)
ﾛ

氏名
● ●

？ ｡

O も

●

夕

年 月 日生（ 歳）

住居 ▲ ● ｡

0 ●

・ ｸ

(電話
‐ ｡

）

職業 勤務先
0

J (鑑 ）
● ｡ ●

上記の者は，本職に対し，任意次のとおり供述した。
b p b ●、

『
６

1 私は ，

P b

年 、 月 日午 時 分頃 ，
◆ ､

で交通事故に遭いました。
● ■

2 この事故は私が，
e ・ ’ざ

● 旬

6

Q Q

B ● ●

ゆ

｡

｡

①

句

●

D C

3相手方は，
q ヂ

● 。

b e

● や
D C

U q e

4 この事故の状況を説明しますと，
■ ■

私が上記日時場所を 方面から
◆

方面に向かって け

C G

､

■

b 申

、 0 ．
●

● 9

■

9

● ●

● ■

中 日 6
● グ

口 C ● ｡

、 ，

ゆ

｡ ｡

■

心 ① ﾛ

‐ ｡

B G

6

● ､
■ ｡

■ 争 ｡
■ 甲

時

c p O

●

■ ｡

● 舎 凸
｡

、 0

C p

● ◆

b 一

｡

■ ●

申 0

◆ ● ①

■ ■ ●

●

I ｡ 、ク

ロ

● p ■

b ■ ｡

■

◆ ■

0

$

I ，

、 、 ●

U

申 寺 9

q ● ●

◆ 屯 ■

0 4 ~

｡

巾 争

■ 6
－ 6

申 b
U

C

6 ℃

●

申

〃

､づ ① ?
a

5事故のとき，加害車両を運転していたのは，
■

◆

c 今
◆

● ①

で ,

同乗者は 、 でした。0

6この事故の原因について思い当たる点は，



ノ

様式第6号

(注意)： 口印のある欄については；該当の口印の中にしを付けること。

（用紙日本工業規格A4)

参考人(口目撃者口同乗者口保護者□その他)供述調書
■ 申

（ 年 月 日 において取調べ)

氏名

● ■■ ･

む

■ ■

年 月 日生（ 歳）
｡

住居

夕 日

●

●

も 旬

Q

q ｳ

● ｡ 口
●

0 ■ (電話 ）
｡ ●

職業 勤務先
●

｡

｡

(電話
｡ ‐

）

上記の者は，本職に対し，任意次のとおり供述した。
0 ｡ ｡

a ①

●

1 私は ， 年 月 ● 日午 時 分頃 》

b

合

ﾛ ｡

■

● ▲
の

で発生した交通

事故のことについてお話しします。
グ、

b U

● 寺

C G

e ● 6

●

U D C

a c e

■ c c
■ ■

◆

U O

『 ■

J ■ ●

｡ ●

6 ｡●

串 ｡

◆ 心 ●

ゅ 。 、、 0
■ 申

● e ● ○
凸 6

9 ①

｡ ■ ■

白

8

0 ●

p

9 ｡

* －

4●

q ･ ●
●

● 0 4 の

Q

■

● ■

● ● ●

■ ･

● ● 色

｡

ノ ･

■ ｡ ●

e a

●

■

ザ

◆

q■

● ●

● ザ

｡ ● 、

､ ①

Q △

●

C b

可 ●

■

｡ b ■

0

0

0 ｡

｡｡ ｡ ◆

‐ ｡

● ●

■ ●

D C G

● ●

Q q D
C ◆

ダ 6

4

｡

◆

‐‐

0

わ ◆ ●

① -

寺 ■

o ●

巳

●

■ も ●

ﾛ ﾛ q

?

申 、
● の

●

b

｡ ■

P C

I ■ ■
｡ 、

、

少 ● 6

0

● 令 ■

●

q O P ●
■

0

土

供述人 ●

■ ⑳

以上のとおり録取して読み聞かせたところ，誤りのないことを申し立て署名 印した｡
e ● ■ ●

前同 日 警察署司法
0 ｡ ⑳



別添2
0 ，

9 ~

巳 ●

｢震一一棗一一一一言1 ●

Q ●

Ｇ
》
旬

L
罪名

罰条

口過失運転致傷 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条口自動車運
平成25年法律第86号による改正前の刑法211条2項

,＝r一

転過失傷害

口業務上過失傷害刑法211条前段（口上記改正前の刑法211条1項前段）
口過失傷害刑法209条1項
口重過失傷害刑法211条後段（口上記改正前の刑法211条1項後段）
口道路交通法違反同法 条 項 号, 条 項 号

6

」

●
●

●

■

‐ 6

●

｡

●

●

匪意） u､目]のある梱 と。刀｜ ｜口」 心

■

や ● ■

(用紙日本工業規格A4)

；
写
字
再
Ｄ
■
乢
画
■ 主

臣
1■■

‐

●
１
４
グ
マ

■
一
一 寮 察官

●

｡◆
G

送
9

致 三廷

冒送致第 号
●

検察庁
◆

検察官 殿

年 月 日

，

警察署

｡

P

｡

グ ■

下記被疑事件を送致する｡
司法警察員

● - ●

C e ､

り

｡

6 句

『 ●

察署長 殿
心 β 句

■

捜査報 上口
● 凸

司法

警察署

書
年 月

● ■

0

｡

日 警

◆ ● P

G

下記被疑事件を捜査した結果は，欲のとおりであるから報告する。

決裁

署長

ふりがな

氏名
。 ●

呂妻 年 ０ 月 日生（ 歳）

本籍

住居
◆ ●

職業

免許

C q 寺

■

● 夕 (電賭 ． ）
（撚譜 ） ’

勤務先
ﾔ ■

(電話 ） ． ． ’
交付
一一一－－ ー

番号

年
、$

月
タ q

日 公安委員会
●

ロー■■一一■■ー‐一ーｰ1■■ーｰーI■■■■ー1■■一一一■■ーｰーーd■■－－■■ー■■ q■■一一ーー■■ I■■■■一一一一一■■－－ーー。
ー

第 一

ゆ
lp 号

種別
●
●

●

● ザ

課長

係長

車両
の

損害
ふりがな
●

氏名

車種
0 ●

番号
｡ ｡

4 ①
● ①

部位・程度 口大口中口小口無 円

ゆ 呂妻 年 月 q ● 日生（ 歳）
‐

け

主任

住居 (甑話 ）
。 （獲挙 ､

職業 勤務先 (電話 ， ）

傷病名 程度
口治療口全治

週・日問

事故時
州協

｡ ■ ｡

口歩行中等 ロ③車同乗中
□③車運転中□②車同乗中

車両
の

損害

車種 申

部位・程度

番号
● ●

口大口中口小口無 円 ●

口被害者一覧表記載のとおり
｡

b q

U 6

Q

e ●

■

■

事
故

概
要

1

Q

O

日時

場所

籠篝
や p

過失
の ．

内容

■
①

年 月 日午
サ ●

時 分頃（事故時の天候 ）
， 2

口 ■

先路上(道路名 ）
｜
’

b ●

． × ､｡

､ ●

ーI■■一一一ーー－－ｰーーｰ一一＝ーー■■一一一■■■■

（ ）
勇一■■■■ '■■‐一一ーｰ一一一一一!■･ロ■‐■■一一一一一一‘■・－－－－－－－－－－■■ !■ロー■■ ！■D－－－－－－－－－－－一一一■■ ,■･一口■－－－－－＝＝1

’ ’

－－－－－－！■■－－－－－－－－一一一一一一一と
* C 令

一一一一■■ｰ－1一一一■■■■ー‐‐一ｰ－－－－－－－－－－－－－1■■－－－一一一一一一一一一一一一一■■■■－－－，■■－－－－.■■－1■■－－－■■ロー■■－
● 0

6 －

〃 。●

ーーー■■一一ー一一ー一一一－－－1■■ー■■ーー●■ｰー－4■■－－■■ーー．ー■■■■■■一ー一一－－－ーー‐■■■■■■■■ー■■ーー‐ーーーー一一一一－－－‐■■ ，■■■■ーｰー■■■■一一一一一ー一一‐ー■■－－－ｰー
P， ●

C ●

■ 毎 色

e 〆0 ●

一ーーー－－－■■一一ーーー■■ー■■一一一.■■■■ローーーーーーーーーーーー■■－‘■ローーー‘－－－－－－－戸一’■D－■■一一一一一一‘一一一■'■一一－－－－－－－－一一一一一一一一一一一一一一一一一一イ■，
'

●

q l

備
考

$ ｡

◆ ● ○ け
■

● ●

一一一ー－－－‐ー■■ーーー一一ーー一一一ー『－－－－■■■■一一ーー■■---‐一－一一一一一ｰｰ■■＝ｰ■■‐ー‐ーｰ1■■一一一一■■-■■ー－4■■ーーｰｰー＝ー■■ー■■■■■■ ‐1■■－－－－－ー一一ｰｰ■■■■一幸ｰ､ｰ■■■
『 ●

q

◆ 心 一G

町

①

〃 ●

■■ー■■ ーー’■■ーーーー‘■■ー－－－一一－ー一一一ーー‘■■ーーー■■■■ー一一一一一一■■－－■■ーｰ一-一－一一一一一■■一一■■ー‐‐一一‐‐ｰ一一一一－－－■■一一■■ーー■■■■D ■■ー■■一
己

公 ･ 屯

‐ 由

一一一1■■一■■ーd■■ー一一一一‐ーー一一一一一I■■ー‘■■ I■■一一‐一一一一ｰｰ■■ q■■－‘■■ ，■■－1■■‐ー

● 、

一一一一ｰ‐一一一一一I■■－＝

ー－－－－4■■－－1■■ｰ■■‐■■■■ ！■■－－－－－－－－■■－－4■■ 1■■ ！■■ー■■--‐一一一ｰーq■■－－－1■■■■■■ー－1■■ー－－4■■＝
今 ｡

b

一

取扱者警電 －



様式第2号

現場の見分状況書

’ ’
照
明Ｉ I睾簔鶚鶚号一一 閉

路
面

○

乾燥湿潤 規
制

信
号
機.（ ）

』

(注意） 口印のある欄については，該当の口印の中にしを付けること。

（用紙日本工業規格A4)

’
1

作 成
4

日

｡

P ･ ◆

年 月 日 見分者 司法 ⑳

見分日・時 年 月 日午 時 分から午 時 分までの間（天候 ）

発生日時 申

●

年 月 日午 時 分頃（天候 ）
ウ ー ●

発生（見分）場所
● ■ ●

先路上(道路名
Q

）

明

暗

見
通
し

甲良不良（ ）

乙良不良（ ）
C G

測定
0

距離

○ 缶

●

U ■

m～ ′ エ、 ～～
エ、 ～ 、～

－ ■

Xn ’
①

D ● ｡ ●

b

●

～ ､ ｡m ～‐ Tn ～ Tn ～ Tn ～
． I

,ｴ、

勾
配

甲下り平坦上り

乙下り平坦上り

スリップ痕

立会人

●

〆

Xn Xn． 、1 ‘ 、1

甲

Q G q

乙

●

示

明

指
説

旬 甲
した地点

最初に相手を

発見した地点

危険を感じた

地 点

ブレーキを

かけた地点

衝突地点 停止転倒地点
■

｡ 0

〃0

立
会
人

甲

乙

■

｡ ●

｡ －

◆

J c

P ｡

■ ●

方位

e ① 、 口

凡例①②③～(甲)の進路
● ●

⑦④。～(乙)の進路 ④⑧。～ の進路

6

申

や ●

巳

●

0 -.

C G

* わ

● p ●

＞
｡ ■

申

■

* C ゆ

凸 6

●

P

● ● ■
①

｡ ●

● ､

、
C 4 b

凸

6

◆ ｡

｡ ●

G

j
e ■

･

■ ■ ●

U 申

｡ ｡

●

●

、 。

C D

｡ ｡

● 0

●

申

● 0

●

の

c ●

● ｳ ● ●

◆

｡ ｡

■

6

● ■ ｡

◆

● 由

夕

『

p ー

凸
■ ｡

C D

1

｡ ◆

■■卜●

0 ◆ ■

6 －

◆ ■

●

■ ◆

■ の

● ■

●

p p q

●

■

旬 ■ も

｡ ｡
e c

①

■ 』

＊

4 3 0
｡ . 『 0



様式第3号

(注意） 口印のある欄については，該当の口印の中にしを付けること。
今 争 舎

(用紙 日本工業規格A4)

■

F ● ひ

被疑者供述調書（ 年月； 日
、
ン

● ◆

において取調べ）
● p

■ ｡

｡ p 寺

1 自己の意思に反し,供述する必要がないことは，説明を受け分かりました。
C G

■

I■■ I■■一一q■■ I■■ 1■■ I■■一一一q■■ I■■ Q■■ ’■■ー－－－ー､■■ 1■■ 1 ー q■■一一
‐‘■、 。■●ｰq■D ‘■■ 0■、 ‘■、 ！■、ー－－－1■ロ－1■■一・口ロ一一一一一●■’一｛■ロ一一一一一q■・ ’■、－1■■ q■， ！■｡ ‘■、－－－－’■■－1■ローーーロ■，－．0口 ‘■｡

｡

－ 0 ●

2 口別紙現場の見分状況書ロ別紙
●

○

C ①

のとおり
の

由

q■■ー■ﾛ■ーーｰーー■■ーーｰ 一
戸
０

b

I■■ q■■ー0■■ー

り

■■■ ■■■ U■■■■■ I■■ーI■■－4■■－4■■．■■■ーq■■ I■■ I■■ I■■ 。■■－1■■ 1■■■■ 1■■ーｰー~1■■ーq■■ ■■■ q■■ q■■ーーー－1■■ー4■■－q■■ I■■ｰーー－1省 . 冒 ' －－q二二 I■■ 一
・
1■■■■■

J 1

交通事故を起こし，相手方がけがをしたことに間違いありません。
ｰI■■ー■■一一一Q■■ イ■■ I■■ q■■ I■■ I■■ I■■－－U■■ I■■ イ■■ ■■■ーd■■ー■■■ 1■■ー4■■ 4■■ q■■ 4■■ ■■■－ｰI■■ 1■■ 1■■ ’■■一 二

G d

1■■ｰｰ1■■－1■■ー

一 一一一一一
■
一一
も

け

－1■■ｰ！■■ 4■■ I■■■■ ｜■■－－－ｰー4■■ I■■ー■■■■■ーｰｰー－－－－－■■ I■■ I■■ ！■■－1■■■■■■一三

● 合 口

事故直前の私の車両の速度は，約 km/hでした。
､

1■■ U■■一一■■■ー

3

● ■

●

●

g pq
ゅ

一一・■■ ’■■ーー！■■ ！■■ ‘■■ー－ーｰ！■｡ ！■■一一‘■■ ！■■－‘■■一一一凸■I■ ’■■ ’■■ ！■■－－－q■、 ！■■一一一一一・■D－－－4■■ ‘■■ ！■■ ’■■－－1■■－‘■■一一一‘■■一二一一！■■ ！■■－－1■■, q■、 ！■■ ！■■ ！■
●

、

■

この事故で私が不注意だつだ点とその理由は，
1■■ｰー－－ー

6

ﾛ ｡

■

ー■■ｰｰ■■ー一一一一一－一■■、ーI■■ q■■ー■■－－－－． 1■■ － － －一 二一 二二■■

1 . デ
● 0

９
０

Q

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
の
一回

● 守

●

C e

口 *

ー① ●

● 旬 ､
6

0 ,

G

d■■ｰｰ■■ ！■■■■■■■■一一・'■■＝■■ I■■－1■■一一一－－1■■ｰ一一一ー4■■■■ I■■■■、 1■■ I■■ー一一一q■■ I■■■■■■■■ I■■－－－1■■ ！■■－－‘■■一一ｰ－－1■■■■、 ■■ ！■■ I■■－－－－，■■一一■■ ‘■■■■ I■■ ‘■
『 ● D~

● ◆

－ 6
U

Q ●0

●

ーー－1■■－－ｰ一一I■■ I■■ 4■■ー．ーー．ｰ・－4■■ーq■■一一一ーーー一一一■ﾛ■ I■■－1■■ーー。 ！■■ーーー一一一q■■ 1■■一一‐－－－1■■ q■■－0■■－－1■■－0■■ 4■■ ‘ , ！■■ I■■ 1■■ 。■■-1 －1■■－L 二0■■ q ,．
■

4相手方の不注意な点は，□ありません。 口分かりません。
9 -

－－4■■ I■■ー4■■－1■■ ■■■－4■■ I■■ I■■ｰ一一一I■■ 1■■ 1■■ 4■■－－，~－－4■■ 1■■ 1 二三一ー［二二 ＝､

□

ｑ

ーーーｰ一一ーーーｰー●■■ q■■ 1■■ q■■ 1■■ l■■ 1■■一ｰ－1■■－ ｝ I■■ I■■ q■■ I■■ 。■■｢て 三 ｰー－ ニ ' 1■■ I■■ 1 1 二コ 1■■
◆

｡

6

● 旬

● 0

● ず ●

ーーｰー｛■■■■ー■■ ‘■■ー■■ ！■■ーｰーーー一 二二 二＝＝＝ ＝＝ ｰ

Qも 6

申

一一一一一一一一I■■ーｰ1■■ーー1■■ 。■■ I■■－－－1■■ー 一一F二 j一

● ‐

q■■ーq■■ 1■■ 4■■ d■■．ー－4■■ q■■ー1■■ l■■ l■■－1■■ 0■■－－－－ｰ一一一4■■ーｰq■■ I■■－0■■ q■■
9

9

5 相手方との示談については， 口交渉中です。 □これから話し合います。
一
■
▽
Ｐ。

■

I■■ー■■■ I■■ q■■ー
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様式第4号

(注意） 口印のある欄については，該当の口印の中にしを付けること。

(用紙日本工業規格A4)

b F

被害者供述調書（ 年月 日 において取調べ）
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捜査報
出
口 書（継続）様式第5号

D

ヨ円
(注意） 口印のある欄については，該当の口印の中にしを付けること。

（用紙日本工業規格A4)
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大阪地検指示第4号

令和元年6月28日

大阪地方検察庁管内司法警察職員殿

大阪地方検察庁検事正北川健太郎

（公印省略）

「過失運転致傷等事件に係る司法警察職員捜査書類基本書式例の特例の

制定について」の一部改正について（指示）

平成14年12月25日付け当職指示第6号「過失運転致傷等事件に係る司

法警察職員捜査書類基本書式例の特例の制定について｣を下記のとおり改正し，

本年7月1日から実施するので，遺憾のないよう運用されたい。

以上，刑事訴訟法第193条第1項により指示する。

なお，今回改正された様式については，従来の様式による用紙が残存すると

きは， これを使用することは差し支えない。

記

平成14年12月25日付け当職指示第6号「過失運転致傷事件に係る司法

警察職員捜査書類基本書式例の特例の制定について」別添1様式第1号から様

式第2号まで,様式第4号から様式第7号まで及び別添2様式第'号から第5

号までの様式中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。



大阪地検指示第9号

令和元年11月14日

大阪地方検察庁管内司法警察職員殿

番

I

大阪地方検察庁検事正田辺泰弘

（公印省略）

「過失運転致傷等事件に係る司法警察職員捜査書類基本書式例の特例の

制定についてjの一部改正について（指示）

平成14年12月25日付け当職指示第6号「過失運転致傷等事件に係る司

法警察職員捜査書類基本書式例の特例の制定について｣を下記のとおり改正し，

本年12月1日から実施するので，遺憾のないよう運用されたい｡

以上,刑事訴訟法第193条第1項により指示する。

記

1第3, 3に次のように加える。

（4）

2第 を削り， 「力」

を「オ」に改める。



大阪地検指示第3号

令和2年6月19日

大阪地方検察庁管内司法警察職員殿

大阪地方検察庁検事正田辺泰弘

(公印省略）

「過失運転致傷等事件に係る司法警察職員捜査書類基本書式例の特例の

制定について」の一部改正について（指示）

平成14年12月25日付け当職指示第6号「過失運転致傷等事件に係る司

法警察職員捜査書類基本書式例の特例の制定について｣を下記のとおり改正し，

本年6月30日から実施するので，遺憾のないよう運用されたい。

以上，刑事訴訟法第193条第1項により指示する。

記

’ 第2, 6中一の次に を加える。

（

I

k_～


